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議案第 1号

令和 2年度船橋市一般会計補正予算

令和 2年度船橋市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 20 9， 21 4千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 279， 3 1 7， 356千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正j による。

令和 2年 5月 22日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算補正

歳 入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 +市 正 額 計

60 国庫支出金 103，858，423 104，608 103，963，031 

10 国庫負担金 32，991，506 104，608 33，096，114 

65 県支出金 13，304，774 52， 303 13，357，077 

10 県負担金 9，181，074 52，303 9，233，377 

80 繰入金 4，691，717 52，303 4，744，020 

10 基金繰入金 4，691，717 52，303 4，744，020 

歳 入 J口L 計 279， 108， 142 209，214 279，317，356 
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一般会計

歳 出 (単位:千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

20 民生費 97，196，371 209，214 97，405，585 
ト一一

10 社会福祉費 33，881，791 209，214 34，091，005 
ト一一一

歳 出 A口、 計 279， 108， 142 209，214 279，317，356 



－17－

議案第 2号

令和 2年度船橋市介護保険事業特別会計補正予算

令和 2年度船橋市の介護保険事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2年 5月 22日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算補正

歳 入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

10 介護保険料 9，411， .300 ム209，214 9，202，086 

10 介護保険料 9，411，300 ム209，214 9，202，086 

40 繰入金 8， 123， 100 209，214 8，332，314 

10 他会計繰入金 6，936，800 209，214 7，146，014 

歳 入 i口b、 計 45，964，000 O 45，964，000 
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議案第 3号

令和 2年度船橋市一般会計補正予算

令和 2年度船橋市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 598，411千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 279， 9 1 5， 767千円とする O

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2年 5月 22日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算補正

歳 入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 ネ市 正 額 言十

60 国庫支出金 103，963，031 150， 107 104， 113， 138 

10 国庫負担金 33，096， 114 141，407 33，237，521 

15 国庫補助金 70，739，477 8， 700 70，748，177 

65 県支出金 13，357，077 30，028 13，387，105 
ト一一一一一 一卜一一一一

15 県補助金 2，530，180 30，028 2，560，208 

80 繰入金 4，.744， .020 418，276 5，162，296 

10 基金繰入金 4，744，020 418，276 5，162，296 

一、

ヲF

歳 入 i口k 言十 279，317，356 598，411 279，915，767 
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一般会計

歳 出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 ネ市 正 額 計

20 民生費 97，405，585 248，600 97，654，185 

10 社会福祉費 34，091，005 248，600 34，339，605 

45 '土木費 21，578，900 16，400 21，595，300 
卜一一一

30 都市計画費 13，516，660 1，300 13，517，960 

35 住宅費 913，390 15， 100 928，490 

55 教育費 30，884，483 33，411 30，917，894 

15 小学校費 7， 352， 140 13，663 7，365，803 

20 中学校費 3，107，870 19，605 3，127，475 

30 特別支援学校費 346，360 143 346， 503 

75 予備費 300，000 300，000 600，000 
卜一一一一一一

10 予備費 300，000 300，000 600，000 

歳 出 メ口玉、 計 279，317，356 598，411 279，915，767 
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議案第 4号

令和 2年度船橋市公共用地先行取得事業特別会計補正予算

令和 2年度船橋市の公共用地先行取得事業特別会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 180， 000千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 588， 000千円とする O

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正j による。

(地方債の補正)

第 2条地方債の追加は、 「第 2表地方債補正」による

令和 2年 5月 22日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算補正

歳 入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 ネ市 正 額 計

20 市{責 O 180，000 180，000 

10 市債 O 180，000 180，000 

歳 入 ム口、 計 408，000 180，000 588，000 
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公共用地先行取得事業特別会計

歳 出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 言十

10 公共用地先行取得 O 180，000 180，000 

事業費

10 公共用地先行取得 O 180，000 180，000 

事業費
一一一一…

歳 出 メ口L 計 408，000 180，000 588，000 
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第2表地方債補正

(追加)

¥一一『一一 ' ・ I I .，J / 

限 度 額
起 債の目的

補正前の額 ネ帯 正 額 言十

公共用地先行取得事業 180，000 180，000 



議案第５号 

 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

一般職の職員の給与に関する条例（昭和２７年船橋市条例第２１号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則に次の見出し及び３項を加える。 

 （感染症防疫作業手当の特例） 

１４ 第２２条の規定にかかわらず、特殊勤務手当のうち感染症防疫作業手当については、

当分の間、職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染

症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定する新型コロナウイル

ス感染症をいう。以下同じ。）に係る作業に従事した場合には、日額５００円以内を支給

する。 

１５ 前項の規定にかかわらず、職員が、新型コロナウイルス感染症が流行した区域その

他の区域として規則で定めるものにおいて、新型コロナウイルス感染症から市民等の生

命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるもの

に従事したときは、感染症防疫作業手当の支給額は、日額６，０００円以内とする。 

１６ 前２項に定めるもののほか、職員が、新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事

した場合における特殊勤務手当（感染症防疫作業手当に限る。）の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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２ 改正後の一般職の職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）附則第１

４項から第１６項までの規定は、令和２年２月１日から適用する。 

 （感染症防疫作業手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の一般職の職員の給与に関する条例

の規定に基づいて支給された感染症防疫作業手当は、改正後の条例の規定による感染症

防疫作業手当の内払とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 職員が新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事した場合における感染症防疫作業手

当について、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第６号 

 

 船橋市市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和２年５月２２日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   船橋市市税条例等の一部を改正する条例 

 

（船橋市市税条例の一部改正） 

第１条 船橋市市税条例（昭和２９年船橋市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第３４条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除

額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第３４条の４の２第２項中「、第７２条第１項（同法第１４４条の８においてこれ

らの規定を準用する場合を含む。）又は第８８条」を「（同法第７２条第１項の規定が

適用される場合を含む。）、第８８条（同法第１４５条の５において準用する場合を含

む。）又は第１４４条の３第１項（同法第１４４条の４第１項の規定が適用される場

合を含む。）」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第４項」

に改める。 

第４６条中「６月から翌年５月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その」

を削り、「第５号の１５様式」の次に「又は施行規則第２条の６の規定により総務大臣が

定めた様式」を加える。 

第５４条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第４項中

「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」を削り、「課

する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を
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当該使用者に通知しなければならない。 

第５４条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「みな

す」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「によっ

て」を「により」に、「においては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされ

ている」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第４項の次に次の１項を加える。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明

である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみなして、固

定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合にお

いて、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通

知しなければならない。 

第７４条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この条及

び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から１０月を経過し

た日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及

び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所、

氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税

台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住

所及び氏名 

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第７５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は現所有者

が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

  第９４条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定について

は、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算するものとする。 

第９４条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定する葉巻

たばこを除く。）」を加える。 
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第１２３条第６項中「第５４条第６項」を「第５４条第７項」に改める。 

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合

（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合を

いう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改

め、「（以下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割

合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同

条第２項中「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセントの

割合を加算した割合が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、

「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合

と」に改める。 

附則第４条第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第１０条中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１０条の２中第１６項を第１７項とし、第９項から第１５項までを１項ずつ繰

り下げ、第８項の次に次の１項を加える。 

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

附則第１２条、第１３条、第１３条の３及び第１５条第１項中「又は法」を「又は」

に改める。 

附則第１７条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加

える。 

附則第１７条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

第２条 船橋市市税条例の一部を次のように改正する。 

第１９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１条の８

第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第４号中

「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第１９項」を「又は第

３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」を「第３２１

条の８第３４項及び第３５項」に改める。 

第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第２項の表

第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項の表の第１号」を「同

号」に、「第４８条第１０項から第１２項まで」を「第４８条第９項から第１６項まで」
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に改める。 

第３１条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１

項第４号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から６月

の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若

しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第３４条の４の２第１項中「又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金等の額」

及び「又は各連結事業年度」を削り、同条第２項中「又は各連結事業年度」を削る。 

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、第３

４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、第１０項及び

第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」に、「同

条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中

「第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６

６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３

６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９

３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条

の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８

第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２

２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、

第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改

め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２２項」を

「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、

同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、第４項

又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」

を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１

条の８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」

に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第

１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項と

し、同条第１３項中「第１０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条

の５第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１３項とし、同

条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を
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同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１

条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、

同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第

１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４

の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」

に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」

を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中

「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定

する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完

全支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人

をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法

人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次

項第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第

３１項」に改める。 

第５２条第４項から第６項までを削る。 

第９４条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」を「１本」

に改める。 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

（船橋市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 船橋市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年船橋市条例第４号）の一部を

次のように改正する。 

第３条のうち、船橋市市税条例第２４条第１項第２号の改正規定を削る。 

附則第１条第３号を次のように改める。 

⑶ 削除 

附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

附則第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

附 則 

（施行期日） 
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第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中船橋市市税条例第９４条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第４

項の改正規定並びに附則第６条の規定 令和２年１０月１日 

⑵ 第１条中船橋市市税条例第２４条第１項第２号、第３４条の２及び第３６条の２第

１項ただし書の改正規定、同条例第７４条の２の次に１条を加える改正規定、同条例

第７５条第１項の改正規定並びに同条例附則第３条の２、第４条第１項、第１７条第

１項及び第１７条の２第３項の改正規定並びに次条、附則第３条及び第５条第３項の

規定 令和３年１月１日 

⑶ 第２条中船橋市市税条例第９４条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の規定

令和３年１０月１日 

⑷ 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４月１日 

（延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の船橋市市税条例（以下「新条例」という。）附則第３

条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金につ

いて適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３４条の２及び第３６条

の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２

年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１項の

規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料

控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第

１条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第２９２条第１項第１１号に規定

する寡婦（旧法第３１４条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２

条第１項第１２号に規定する寡夫である第２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを

除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の船橋市市税条例の規定中法人の市

民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号施行日」

という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第
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８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前

の法人税法（昭和４０年法律第３４号。以下この条において「４年旧法人税法」という。）

第２条第１２号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」という。）の連

結親法人事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度

をいう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の

市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前

に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した連結事業

年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項

において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した連結事業

年度を含む。）分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５４条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 

３ 新条例第７４条の３の規定は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日以後に、新

条例第７４条の３に規定する現所有者であることを知った者について適用する。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉

巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

 

 

 

理 由 

 

 地方税法の一部改正に伴い、現所有者の申告について、所要の定めをする等の必要があ

る。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第７号 

 

 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和２年５月２２日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 船橋市都市計画税条例（昭和３１年船橋市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

  附則第５項から第１０項まで、第１２項及び第１３項中「又は法」を「又は」に改め

る。 

  附則第１６項中「若しくは第４２項から第４４項まで」を「、第４２項から第４４項

まで若しくは第４７項」に、「又は法」を「又は」に改める。 

第２条 船橋市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第１６項中「若しくは第４７項」を「、第４７項若しくは第４８項」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は公布の日又は都市再生特別措

置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第  号）の施行の日のいずれか遅い日から

施行する。 

 

 

 

理 由 

 

地方税法の一部改正に伴い、課税標準の特例について、所要の改正等を行う必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第８号 

 

船橋市債権管理条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

船橋市債権管理条例等の一部を改正する条例 

 

次に掲げる条例の規定中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」

に改め、「（以下「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を

「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

⑴ 船橋市債権管理条例（平成２３年船橋市条例第１８号）附則第４項 

⑵ 船橋市国民健康保険条例（昭和４７年船橋市条例第１６号）附則第１２項 

⑶ 船橋市介護保険条例（平成１２年船橋市条例第１６号）附則第６条 

⑷ 船橋市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年船橋市条例第９号）附則第２条 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の船橋市債権管理条例、船橋市国民健康保険条例、船橋市介護保険条例及び船

橋市後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和３年１月１日以後の期間に対応する延

滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 
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理 由 

 

地方税法の一部改正にならい、延滞金の割合の特例について、規定の整備を行う必要が

ある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第９号 

 

船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長   松  戸   徹  

 

 

船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

船橋市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年船橋市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」に改め、同項

第２号中「８，８００円」を「８，９００円」に改め、同条第３項中「死亡若しくは負傷

の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日

若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」に改める。 

付則第３条の４第５項第２号及び第６項並びに第４条第７項第２号及び第８項中「１０

０分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。 

別表中「１２，４００円」を「１２，４４０円」に、「１３，３００円」を「１３，３２

０円」に、「１０，６００円」を「１０，６７０円」に、「１１，５００円」を「１１，５

５０円」に、「８，８００円」を「８，９００円」に、「９，７００円」を「９，７９０円」

に改め、同表備考１中「死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によっ

て死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した

日」を「事故発生日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の船橋市消防団員等公務災害補償条例（以

下「新条例」という。）の規定は、令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 
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２ 新条例第５条第２項及び別表の規定は、令和２年４月１日（以下「適用日」という。）

以後に支給すべき事由の生じた船橋市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項の補償

（以下「補償」という。）並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に

係る同条例第４条第３号に掲げる傷病補償年金、同条第４号アに掲げる障害補償年金及

び同条第６号アに掲げる遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用

し、適用日前に支給すべき事由の生じた補償（傷病補償年金等を除く。）及び適用日前に

支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の

例による。 

 （補償及び傷病補償年金等の内払） 

３ 改正前の船橋市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第５条第２項

及び別表の規定に基づき、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に、新条例の

適用を受ける者に支給された旧条例の規定に基づく補償及び傷病補償年金等は、新条例

による補償及び傷病補償年金等の内払とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額等

について、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１０号 

 

船橋市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年５月２２日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

船橋市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

船橋市介護保険条例（平成１２年船橋市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「令和元年度及び」及び「の各年度」を削り、「２０，６７０円」を

「１５，９００円」に改め、同条第３項中「令和元年度及び」及び「の各年度」を削り、

「２０，６７０円」を「１５，９００円」に、「３０，２１０円」を「２２，２６０円」

に改め、同条第４項中「令和元年度及び」及び「の各年度」を削り、「２０，６７０円」

を「１５，９００円」に、「４２，９３０円」を「４１，３４０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の船橋市介護保険条例の規定は、令和２年度以後の年度分の保険料について適

用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 

 

 

 

理 由 

 

 介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の減額賦課について、所要の改正を行う必

要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１１号 

 

船橋市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

船橋市手数料条例の一部を改正する条例 

 

船橋市手数料条例（昭和３６年船橋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の１９８の項中「第１４条第９項」を「第１４条第１３項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和２年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正に伴い、

規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１２号 

 

船橋市精神障害者入院医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

 

令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長   松  戸   徹  

 

 

船橋市精神障害者入院医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市精神障害者入院医療費の助成に関する条例（昭和５５年船橋市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条に次の１号を加える。 

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定により精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けていること。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和３年４月１日前に受けた医療に関する給付に係る入院医療費の助成については、

なお従前の例による。 

 

 

 

理 由 

 

 入院医療費の助成の要件について、精神障害者保健福祉手帳の所持を明確化するため、

所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１３号 

 

船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を次のように

制定する。 

 

令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長   松  戸   徹  

 

 

船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和５５年船橋市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「別表第５号身体障害者程度等級表」を「別表第５号身体障害者障害

程度等級表」に改め、同条に次の１号を加える。 

⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、かつ、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第

３項に規定する障害等級１級に該当するもの 

第３条第１項第２号中「（６５歳に達した日以後新たに重度心身障害者となった者（以

下「高齢重度心身障害者」という。）であって７５歳未満のものにあっては、高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５０条第２号に該当する者）」を削

り、同項第３号中「（高齢重度心身障害者にあっては、零円以下）」を削り、同項に次の

１号を加える。 

⑸ ６５歳に達した日以後新たに重度心身障害者となった者でないこと。 

第４条第１項中「（昭和２５年法律第１２３号）」を削る。 

 （船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（平成１
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９年船橋市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「平成３３年３月３１日」を「重度心身障害者（児）医療給付改善事業

費補助金交付要綱（昭和５１年千葉県要綱）の規定により千葉県知事が高額治療継続者

（児）に該当するとして所得制限を適用しないこととする日」に改める。 

（船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例（平成

２７年船橋市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「第１条の規定による改正後の」及び「（以下「改正後の条例」という。）」

を削り、「改正後の条例第３条第１項第２号中「その被扶養者（６５歳に達した日以後新

たに重度心身障害者となった者（以下「高齢重度心身障害者」という。）であって７５歳

未満のものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第５０条第２号に該当する者）」とあるのは「その被扶養者」と、同項第３号中「２３５，

０００円未満（高齢重度心身障害者にあっては、零円以下）」とあるのは「２３５，００

０円未満」とする」を「同項第５号の規定は、適用しない」に改める。 

  附則第５項中「改正後の条例」を「第１条の規定による改正後の船橋市重度心身障害

者医療費の助成に関する条例」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年８月１日から施行する。ただし、第１条中船橋市重度心身障害

者医療費の助成に関する条例第２条第２号の改正規定及び第２条の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ 令和２年８月１日前において助成事由の生じた医療費の助成については、なお従前の

例による。 

３ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前の船橋市重度心身障害者医療費の

助成に関する条例第３条第１項に規定する医療費の助成を受けることのできる重度心身

障害者（以下「重度心身障害者」という。）である者に対する第１条の規定による改正後

の船橋市重度心身障害者医療費の助成に関する条例第３条第１項の規定の適用について

は、その者が引き続き重度心身障害者である間は、同項第２号中「その被扶養者」とあ

るのは「その被扶養者（６５歳に達した日以後新たに重度心身障害者となった者（以下
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「高齢重度心身障害者」という。）であって７５歳未満のものにあっては、高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５０条第２号に該当する者）」と、同

項第３号中「２３５，０００円未満」とあるのは「２３５，０００円未満（高齢重度心

身障害者にあっては、零円以下）」とし、同項第５号の規定は、適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 千葉県の重度心身障害者（児）医療給付改善事業に係る補助制度の改正にならい、医療

費の助成の要件について、所要の改正等を行う必要がある。これが、この条例案を提出す

る理由である。 
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議案第１４号 

 

 船橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定する。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

船橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 

 船橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

船橋市条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核市」

を加える。 

附 則 

 この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を

行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１５号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専 

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   専  決  処  分  書 

 

 令和２年度船橋市一般会計予算については、予算の補正に特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専

決処分する。 

 

  令和２年４月２１日 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 
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議案第１６号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専 

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   専  決  処  分  書 

 

 令和２年度船橋市一般会計予算については、予算の補正に特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専

決処分する。 

 

  令和２年４月２８日 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 
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議案第１７号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専 

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   専  決  処  分  書 

 

 令和２年度船橋市一般会計予算については、予算の補正に特に緊急を要するため議会を

招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専

決処分する。 

 

  令和２年５月１日 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 
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議案第１８号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専 

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   専  決  処  分  書 

 

 令和２年度船橋市国民健康保険事業特別会計予算については、予算の補正に特に緊急を

要するため議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より次のとおり専決処分する。 

 

  令和２年４月１０日 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 
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議案第１９号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専 

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   専  決  処  分  書 

 

 船橋市市税条例の一部を改正する条例については、地方税法等の一部を改正する法律（令

和２年法律第５号）の施行に伴い、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がな

いので、地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

  令和２年３月３１日 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  
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船橋市市税条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市市税条例（昭和２９年船橋市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

 第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条

第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条

第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削り、同項第４号を

同項第３号とする。 

 第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５項及び第

１１項」に改める。 

 第５４条第６項中「第４９条の２」を「第４９条の３」に改め、同条第７項中「第１０

条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改める。 

 第６１条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の３第１１

項」に改める。 

 第６１条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条の

３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３第２

８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条の３第２９項」

に改める。 

 第９６条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４６９条第

１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の３」を「第１６条の２の

３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用す

る」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、卸売販売

業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等につい

て、第９８条第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第４６９条第１項第１号

又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を

記載し、かつ、施行規則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に

限り、適用する。 

 第９８条第１項中「第９６条第２項」を「第９６条第３項」に改める。 

 附則第８条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。 
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附則第１０条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」を「附則

第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中「附則第１５条第

３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第５項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に

改め、同項を同条第４項とし、同条第６項を削り、同条第７項中「附則第１５条第３３項

第１号ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第５項とし、同条第

８項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、

同項を同条第６項とし、同条第９項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５

条第３０項第２号イ」に改め、同項を同条第７項とし、同条第１０項中「附則第１５条第

３３項第２号ロ」を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条第８項とし、

同条第１１項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条第３０項第３号イ」

に改め、同項を同条第９項とし、同条第１２項中「附則第１５条第３３項第３号ロ」を「附

則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１３項中「附則

第１５条第３３項第３号ハ」を「附則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第

１１項とし、同条第１４項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改

め、同項を同条第１２項とし、同条第１５項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５

条第３８項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１６項中「附則第１５条第４５項」

を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１７項中「附則第

１５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第

１８項を同条第１６項とする。 

附則第１１条の２第２項中「平成３１年度適用土地」を「令和元年度適用土地」に、「平

成３１年度類似適用土地」を「令和元年度類似適用土地」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の船橋市市税条例（以下「新

条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、なお従前の例
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による。 

２ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項

に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第３６条の３の３第１

項に規定する申告書について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和

２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部

を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２

５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は

設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第

１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。 
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議案第２０号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専 

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   専  決  処  分  書 

 

 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方税法等の一部を改正する

法律（令和２年法律第５号）の施行に伴い、特に緊急を要するため議会を招集する時間的

余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。 

 

  令和２年３月３１日 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  
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   船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市都市計画税条例（昭和３１年船橋市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項から第２４項ま

で、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４項」を「第３４９条の３

第９項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、第２５項、第２７項から第３０項

まで、第３２項又は第３３項」に改める。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第３８項」

に改める。 

 附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９項」

に改める。 

 附則第５項から第１０項まで、第１２項及び第１３項中「第１９項」を「第１８項」に

改める。 

 附則第１６項中「、第１９項、第２１項から第２５項まで、第２７項、第２８項、第３

２項、第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第４８項から第５０項ま

で」を「から第２２項まで、第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第

３９項まで若しくは第４２項から第４４項まで」に、「第３４項」を「第３３項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の船橋市都市計画税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の

都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例

による。 
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議案第２１号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専 

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   専  決  処  分  書 

 

 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、特に緊急を要するため議会

を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により次のとおり

専決処分する。 

 

  令和２年４月１０日 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  
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船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市国民健康保険条例（昭和４７年船橋市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２９条の次に次の３条を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第２９条の２ 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保

険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被

保険者が療養のため労務に服することができないとき（新型インフルエンザ等対策特別

措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイル

ス感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」という。）に感染したとき又は発熱等の症

状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服す

ることができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができ

ない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近

の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額（５円未満の端

数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときはこれを１０円

に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する金額（５０銭未満の端数があるときは

これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるもの

とする。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定する標準報酬月額等級の最

高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する金額（５円未満の端数があるときはこれ

を切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときはこれを１０円に切り上げるものと

する。）の３分の２に相当する金額（５０銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、５

０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げるものとする。）を超えると

きは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超えないもの

とする。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整） 

第２９条の３ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コ

ロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けること
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ができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。

ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第２項の規定により算定される額

より少ないときは、その差額を支給する。 

第２９条の４ 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部

又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、そ

の一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少

ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定によ

り傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。 

２ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から

徴収する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第２９条の２から第２９条の４までの規定

は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間に属す

る場合について適用する。 
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議案第２２号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専 

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求める。 

 

  令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹  

 

 

   専  決  処  分  書 

 

 船橋市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例については、特に緊急を要す

るため議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第１７９条第１項の規定により

次のとおり専決処分する。 

 

  令和２年５月１日 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹  
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船橋市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 

 船橋市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年船橋市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第２３号 

 

船橋市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年５月２２日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

船橋市市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 船橋市市税条例（昭和２９年船橋市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

附則第１０条中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１条又

は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１条若

しくは第６２条」を加える。 

附則第１０条の２に次の１項を加える。 

１８ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は、０とする。 

附則第１５条の２の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２４条 第９条第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法第１５条

の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

第２条 船橋市市税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１０条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第６１条

若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第１０条の２第１８項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため

の国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次条において「新
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型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定する指定行事のうち、

市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行

事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄

を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をし

た日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の

法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、第３４条

の６の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

第２６条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例

法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１項の規定

の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和１６年度」とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月１日から

施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る

手続等について、所要の定めをする等の必要がある。これが、この条例案を提出する理由

である。 
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議案第２４号 

 

 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和２年５月２２日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 船橋市都市計画税条例（昭和３１年船橋市条例第９号）の一部を次のように改正

する。 

附則第１６項中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」に改め、「第

１５条の３まで」の次に「若しくは第６１条」を加える。 

第２条 船橋市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１６項中「第６１条」を「第６３条」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月１日から

施行する。 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等に係る課税標準の特例につい

て、所要の改正等を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第２５号 

 

船橋市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和２年５月２２日提出 

 

船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

船橋市手数料条例の一部を改正する条例 

 

船橋市手数料条例（昭和３６年船橋市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

別表第３の２６３の項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシ

ステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人

情報の提供等に関する省令」に改め、同表２６４の項を次のように改める。 

２６４ 削除  

別表第３の２６５の項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシ

ステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」を「行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人

情報の提供等に関する省令」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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理 由 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による

通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報

の提供等に関する省令の一部改正に伴い、所要の改正等を行う必要がある。これが、この

条例案を提出する理由である。 
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